
政府幹部会議: 今週の議題(2008 年 6 月 23 日) 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議題 1. ｢2009 年から 2013 年、ロシアにおける学者と科学教育分野の人材イノ

ベーション連邦特別プログラム｣ 

 

（アンドレイ・フルセンコ教育科学相の報告） 

 

連邦特別プログラム案は、概して承認された。 

 

ロシア教育科学省、ロシア経済発展省、ロシア財務省は、提示された連邦特別プログラム

案を、ピャチゴルスク国立言語大学の研究基盤発展への追加的な融資措置を含め、2008年

7月 1日までに明確にし、規定手順に従いロシア連邦政府へのプログラムの提出を委任され

た。 

 

議題 2. 「2008 年から 2011 年、チェチェン共和国の社会経済発展連邦特別プロ

グラムについて 

 

（ドミトリー・コザク地域発展相の報告） 

 

連邦特別プログラム案は、次の変更を考慮し承認された。 

・プログラム施策実施の目標指数と支出について公的発注機関による毎年明確化の規定除

去 

・連邦予算の負担による償却を必要とする債務構成の決定 

 

ロシア経済発展省、ロシア財務省、ロシア農業省、ロシア通信マスコミ省、ロシア財務省

は 2008 年 9 月 1 日までに、決められた手順に従い、マルチサービスネットワーク建設の際、

同様に、連邦財産の対象となる灌漑システム運営事業における事業部門間の灌漑・干拓シ

ステムや基盤建設、再建、復興時の融資対象別分配に関する提案をロシア連邦政府に提出

することが委任された。 

 

ロシア地域発展省、プログラムの公的発注機関である連邦執行権力機関は、チェチェン共

和国政府と、必須目標指数を含めたプログラム施策実施のための相応な補助金を連邦予算

から提供することに関する合意締結、また、その遂行に対するチェチェン共和国政府への

融資責任を保障しなければならない。 

 

ロシア地域発展省は、プログラム対象や施策への融資として、チェチェン共和国政府へ向



けられている連邦予算の特別執行に対する監督組織化を確実に行うことが委任された。 

 

議題 3. 組織・法的形態、連邦大学の運営手順、一般教育プログラムの立案、同

様に、教育過程の有効性を実現することや条件の基準、教育と科学研究活動の

統合方法を含めた、連邦大学の創設と活動の規定を決定する連邦法案について 

 

（アンドレイ・フルセンコ教育科学相の報告） 

 

「連邦大学の活動課題について、ロシア連邦法令集修正に関する」連邦法案は基本的に承

認された。 

 

ロシア教育科学省、ロシア経済発展省、ロシア財務省はその他の関係連邦執行権力機関と

ともに、行われた審議を考慮し、提示された法案を練り上げることを委任された。その際、

次のことに注意する。 

・「連邦大学」の概念の決定 

・連邦大学の地位を要求する高等学問施設の選択基準制定 

・連邦大学への融資手順と条件の明確化 

 

同様に、「連邦大学の活動課題について、それぞれのロシア連邦法令集の修正に関する」連

邦法の完成案は 3 日間で、決められた手順に従い、ロシア連邦政府に提出することが決定

された。 

 

議題 4. 2000 年 10 月 10 日付のユーラシア経済協力機構条約の修正に関する、

議定書批准を導入するためのロシア連邦大統領への提案について 

 

（エルブナ・ナビウリナ経済発展相による報告） 

 

ロシア連邦政府はこの問題に関する決議案を採択した。 

 

議題 5. 『アプローチ、要因と評価指標の概観と「すべての人のための教育」プ

ログラムの恩恵国における教育の品質向上』の報告作成と関連した 425,500 米

ドルの融資支出を目的とした、2008 年におけるロシア連邦による国際連合教育

科学文化機関（UNESCO）への臨時特別納付金の導入に関して  

 

（アレクセイ・クドリン副首相兼財務相の報告） 

会議でロシア連邦政府のこの問題に関する処置法案は採択された。 


